
　　千葉県ケーブルテレビ杯

平成 20年度　千葉県少年サッカー選手権３年生大会
　　　presented  by  四谷大塚

　　大　会  実  施　要　項

主 催 　（社）」千葉県サッカー協会・第４種委員会

主 管 　（社）千葉県サッカー協会・第４種委員会・第1ブロック

特別協賛 　千葉県ケーブルテレビ協議会、　（株）四谷大塚

期 間 　平成20年10月19日・26日・11月2日

　予備日　平成20年10月25日・１１月１日・9日

　準決勝・決勝　平成20年11月16日　準決勝・決勝予備日　平成20年11月23日

会 場 　千葉県下及び第1ブロックの各市会場

参加資格 　１）平成20年度千葉県サッカー協会へ「個人及びチーム登録」済みの選手で構成

　　 された３年生以下のチームであること。

　２）下級生のみで構成されたチームは認められない。

　３）スポーツ傷害保険に加入し､保護者の承諾を得ていること｡

　４）所定の大会申し込み手続きを終えたチームであること。

　５）参加チームは､１クラブ複数チームの参加を認めるが､エントリー終了後チーム

　　　の入れ替えは認めない｡

　６）千葉県公認審判員（指導者と兼務も可）２名を帯同するチームであること。

参 加 費 　５，０００円／１チーム

競技規則 　１）１１人制サッカーのトーナメントとする。

　２）試合球は、検定４号縫いボール（両チーム持ち寄り）

　３）試合時間は３０分間（前･後半各１５分間、ハーフタイは５分間）とする。

　　 引き分けはＰＫ方式により、次の試合に進むチームを決める。決勝戦について

　　 は、正規の時間内に勝敗が決しない場合は１０分間の延長戦を行う。

　 　それでも決しない場合は､ＰＫ方式により決定する。

　４）エントリー選手は２０名とする。選手交代は､自由な交代とする。

　５））スパイクは固定式、すねあては必ず着用すること。

　６）エントリー追加･変更については､自チームの最初の試合開始３０分前までに

　　　会場受付で承認を得ること｡ただし、追加･変更は４名以内とし､追加･変更

　　　用紙は毎試合持参すること｡

　７）その他のルールは、2008年度日本サッカー協会競技規則に準ずる｡
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審 判 　１）試合が終了した両チームが、次の試合の審判を責任を持って行う｡但し､

　　　第１試合の審判は第３試合の両チーム、第４試合はその日の最終試合

　　　の両チームが審判する。

　　　準決勝・決勝の審判は原則として、主管協会で行う。

　２）主審は､審判報告書を会場責任者に提出すること｡

　　  審判は､登録された審判で審判服、ワッペンを必ず着用し、審判証を必ず携帯

　　　すること（試合前､会場責任者へ審判証を提出する）

　３）試合を棄権及び放棄する場合にも審判員の派遣は必ず行って下さい｡

　４）審判打合せは､前の試合のハーフタイムから始めて下さい。

警告･退場　警告は、累積２回で次の１試合出場停止。退場は、次の1試合出場停止｡　

表 彰 　優勝／優勝旗（持ち回り）・カップ・賞状・メダル

　準優勝／カップ・賞状・メダル　第３位／カップ・賞状･メダル（２チーム）

運営方法 　１）参加チームは、帯同審判が２名必要です｡

　　　帯同審判がいないチームは試合に出場できません。

　２）試合用ユニフォームは正副２着（胸番義務化）用意して下さい。

　　 （シャツ・パンツ・ストッキング）

　３）組み合わせ後の試合変更は認めません｡

　４）試合時刻に遅れたチームは、棄権とみなします｡

　５）試合開始３０分前までに各会場本部にメンバー表を提出し、選手カードを持参

　　の上、メンバーチェックを受けること｡

　６）ベンチ入りは､エントリー選手２０名まで、指導者は３名までとする。ピッチ内で

　　　の練習も同様とする｡

　７）会場へは公共交通機関を利用して下さい。やむを得ず車の場合は１チーム

　　　５台以内（※厳守）とし、駐車の際は車のフロントにチーム名､番号（１～５）

　　　を明記しておくこと。尚､大型バス（マイクロバス）で会場に行く場合は、必ず

　　　会場責任者に連絡をお願いします。又､安全運転を心がけ事故等の無いよう

　　　に注意して下さい。

　８）ケガについては、応急処置をしますが、その後は各チームの責任において

　　　処置して下さい｡

　９）会場内は全て禁煙です。但し､喫煙場所が指定されている場合は､それに従う

　　　こと。会場には絶対に迷惑をかけないよう､ゴミ等は必ず持ち帰るようにする

　　　こと。
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大会申し込み方法

事務局宛郵送またはメールにて大会申込書をお送りください。

≪事務局≫

　　　〒279-0012　浦安市入船6-6-506

　　　　浦安市サッカー協会第４種委員会事務局　鳥居　和男

　　　TEL・FAX　047-354-8909　　携帯電話　090-2413-0966

　　　メールアドレス　k.torii@ujsa.jp　（Ｃｃ：　36na@seaple.ne.jp　）

≪メール申込の場合≫

　　　・申込のアドレスは参加チームの方であればどなたでも結構です。

　　　・申込書は千葉県サッカー協会4種委員会　様式集を使用して

　　　　下さい。

　　　・必ず参加費振込み日を記入願います。

≪郵送の場合≫

　　　・大会参加申込書を上記事務局の住所宛郵送でお送り下さい。

　　　　（ＦＡＸでの申込は無効とします）

　　　・振込用紙の写しを同封してください。

※　出来ましたら、メールにて申込みをお願いいたします。

　　

参加費振込み先

　　　千葉銀行　新浦安支店

　　　口座番号　3430410

　　　口座名義　浦安サッカー４種　大会用　委員長　鳥居和男

　　　　　　　　　（ウラヤスサッカーヨンシュ　タイカイヨウ

　　　　　　　　　　イインチョウ　トリイ　カズオ

　　　振込名義　最初にブロック名、続けてチーム名を明記して下さい。

　　　　　　　　　（例　第１ブロック所属　浦安ＦＣの場合は、「1ＢウラヤスＦＣ」）

申し込み締切日

平成20年8月31日（日曜日）事務局必着　　期日厳守のこと。

※　本大会案内は各チームに郵送での案内は致しません。
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